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書　評　と　紹　介

１　「現代イギリス労使関係の変容と展開」

というテーマ

イギリスは，製造業の衰退や地域経済の空洞

化といった先進国に共通の産業構造の変容をも

っとも早く経験しはじめ，国内市場の規制緩和，

グリーンサイト開発と一体化した外資の優遇受

け入れ，人的資源政策の積極的導入や教育資格

制度の改革など，市場開放と経済産業システム

のグローバル化に先進的に取り組んできた。こ

れに伴って労働市場や雇用・労務管理における

弾力化もいち早く進むことになった。雇用・労

働領域における構造変化という点で，イギリス

は，ミクロな労務管理レベルにおいても，メゾ

の地域雇用対策のレベルでも，さらにマクロの

労働政策においても，過去30年ほどにわたって

課題先進国であり続け，かつ課題解決先進国で

あり続けているといっても過言ではない。

「現代イギリス労使関係の変容と展開」とい

うテーマは，その意味で，イギリス労使関係の

歴史的変容の文脈や現状を測定するという意味

に留まらない，先進国労使関係の現代的変容を

ベンチマーキングする作業としての重要性を内

包している。また，1980年代以降のイギリス労

使関係は，複雑なマクロ環境に対し労使協調的

な選択・適応が進んだという点で歴史的に新し

いフェイズを見せている。労使関係は，歴史的

な課題局面のなかでダイナミックな戦略選択プ

ロセスの構造物として姿を変えていく。上田眞

士の本著は，まさにそのようなダイナミックな

システム変容に意欲的に切り込んだ作品であ

る。

２　本書の内容

本書は，序章「労使関係変容をめぐる三つの

仮説」，第１章「変化と改革の開始」，第２章

「業績管理・業績考課給の展開と人的資源管

理」，第３章「人的資源管理と協調的労働組合

主義」，第４章「労働取引の変化とサッチャー

改革」，補論「人材形成の場としての企業」，終

章「イギリス労使関係変化の内実とブレア以後」

の各章から構成されている。この構成から推測

されるように，「人的資源管理」戦略とプラク

ティスの導入・展開が現代イギリス労使関係変

容のキー・ファクターと看做されており，労使

関係変容の原動力が生産性メカニズムをめぐる

労使の協調的選択・適応にあったことが示唆さ

れている。

本書は，「個別管理の展開と労働組合の集合

主義との関係，あるいは，その両者の間の関係

再編という視点から，イギリス労使関係変容の

内実を探ること」，そして「労働組合は個別管

理（HRM）の下で自らの新たな役割をどこに

もとめるのか，また，そうした新たな役割は，

何を通じて発揮されるものであるのか」を明ら

かにすること，の２つの課題から構成されてい

る。

上田眞士著

『現代イギリス労使関係の
変容と展開

――個別管理の発展と労働組合』

評者：小笠原　浩一
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まず第１章において，とくに1980年代から90

年代前半に顕著に進んだ「生産性のミラクル」

を底流として，技能育成システムや労働取引の

仕組みの改革について，経営，労働組合双方に

変化が生まれてきたことが指摘される。その上

で，第２章において，80年代後半以降広まった

パーソナル・マネジメントの類型が分析され

る。まず，４つの主要な職場労使関係・労務管

理調査の報告書を分析しながら，業績管理や査

定にもとづく賃金といった手法が，管理・専門

職員のみならず直接部門に働く従業員に対して

も拡がってきていること，そうした手法には，

「報酬主導的統合」型と「開発主導的統合」型

の２類型が確認されること，そして，そうした

手法の拡がりは，「集合的規制のもとに置かれ

てきた仕事のあり方，賃金のあり方に，企業戦

略から演繹される「管理化」（＝個別化）が台

頭してきたということに他ならない」こと，が

指摘されている。その上で，ケスラーとパーセ

ルのモデルを引用して，そうした２類型の差は，

「個別従業員に対する態度」の違いと「労働組

合など集合的規制に対する態度」の違いをマト

リクスした経営人事管理スタイルにおける次元

の相違として説明されている。

第３章では，こうしたＨＲＭの展開に対する

労働組合プロジェクトが分析されている。分析

では，労働組合運動の包括的表現であるTUCの

パートナーシップ戦略と，「左派組合の代表格

である」運輸一般労組（TGWU，当時）に生じ

た「パートナーシップ路線への傾斜」が取り上

げられ，これを具体的な事例に即して記述する

という方法がとられている。この分析で注目さ

れるのは，パートナーシップ路線のあり方は一

元的ではなく，労使関係の対抗軸の変化を伴っ

ているという認識である。つまり，人的資源管

理戦略が辿り得る反労働組合ないし非労働組合

モデルへの対抗軸として登場したパートナーシ

ップ路線に注目している。このパートナーシッ

プ路線は，「伝統的集合主義」と「独り立ちし

たHRM」という視座では捉えきれないもので

あって，むしろ，「制度的労使関係」が終焉し，

「企業内労使関係の成熟化」へと対抗軸を移動

させていく兆候として理解されるべきものであ

ると認識されている。それは，別言すれば，

HRMの本質である「個別管理」を労働組合の

「集合主義」によって支えていこうという労使

関係構図を生み出す可能性を内包したものであ

った。

この開発主義的アプローチへの移行は，「サ

ッチャー改革」という政策からの誘導によって

促進された（第４章）。政策誘導のなかには，

80年代後半から整備展開された全国職業資格制

度（NVQ）や現代的徒弟訓練制度（MA）があ

った（補論）。終章では，今後の労働組合運動

の可能性という視点から，企業内における開発

主義的で個別管理的な労働取引を公正なルール

に組み立てていく労働組合運動のロジックとし

て「サプライサイドの平等主義」の重要性が指

摘されている（終章）。

本書の最大の強みは第２章における個別管理

における２類型の指摘と第３章におけるパート

ナーシップの解釈改鋳にあろう。「開発主義的

統合」はすでに先行の人事管理研究協会（IPM）

と人材研究機構（IMS）調査（本書79ページ以

下）で用いられている操作概念である。また，

パートナーシップ戦略を単純な対立回避型労使

関係と定義すべきでないという指摘はすでに評

者もローヴァー社の事例分析で行っていたとこ

ろである（本誌490号）。著者はこれらをさらに

進めて，個別的管理を重視する人事管理スタイ

ルのなかの能力開発促進型の戦略選択と新しい

労働組合プログラムのなかのノン・ユニオン回

避型のパートナーシップ戦略との調整点に，

「企業内労使関係の成熟化」への労使関係思考
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軸が出現していることを分析し切っている。職

場パートナーシップ関係の進展についてのこの

ような図式は著者のオリジナリティである。さ

らに，「企業内労使関係の成熟化」について，

包括的な分析フレームとしてはＷ．ブラウンや

稲上毅が参照されていると思われるが，これに

社会投資国家的な視点を添加したＷ．ストリー

クの「サプライサイドの平等主義」を応用して，

技能形成型の労働取引関係として新しい職場パ

ートナーシップ・モデルを説明している。つま

り，労働取引を労働・報酬給付調整型のものか

ら能力開発主義型のものに展開させる労使協働

のプロセスとしてパートナーシップ・モデルを

解釈している。

３　本書の方法に寄せて

本書は，このように，集団主義（団体交渉中

心の労使関係）から個別主義（パーソナル・マ

ネジメントに基づく個別管理）へ，というこれ

まで比較的広く共有されてきた現代イギリス労

使関係の変容に関する解釈枠組みに添いながら

も，「個別管理」のなかでも能力開発型の労働

取引の主流化が進んでいることを指摘し，変容

の基本構図について解釈ロジックを一歩深める

ことに成功している。また，80年代以降の労使

関係・労務管理の変容に関わる主要な学術的調

査研究の成果をほぼ渉猟博覧している点で，現

代イギリス労使関係変容を分析する書であると

ともに，イギリスにおける労使関係・労務管理

研究の到達点を集約した優れたテキストとして

もぜひ活用されるべき内容をもっている。

その上で，紙幅から，2点に絞って気づいた

ことを述べさせていただきたい。

まず，「労使関係」分析の方法についてであ

る。もともと労使関係システム論は，労使関係

を，政府の政策，経営戦略，労働組合の行動，

労使協議や団体交渉による直接的なルール設

定，さらには職場の自律性など多層的で多様な

アクターとアクションから構造化されるシステ

ムとして構成してきた。そして，その多層・多

様のダイアグラム的なつながり方を解析するこ

とに関心を置いてきた。Ｈ．クレッグとＡ．フ

ランダースは，そうした構造化された範囲シス

テムをjob-regulationのシステムと呼んだ。Ｋ．

シッソンやＥ．バットストーンは，1980年代の

労使関係研究における戦略的選択理論の台頭を

意識して，マクロな政策・市場環境と多層な労

使の行動とを媒介するロジックとして戦略や指

向のタイポロジーを組み込んで，労使の多相に

錯綜する利害の経過的な調整均衡点を表現する

活きたルールのシステムとして労使関係の動態

を分析した。そこでは，労使関係分析は，マク

ロ環境，戦略，行動の動的なつながり方を解明

し，一定の歴史状況における全体の構造化され

た姿を提示する社会解剖学のようなものと考え

られている。

わが国では，マクロ政策研究とミクロな雇用

人事研究が分離する傾向にあり，労働政策論と

労使関係論の分離や労使関係分析と労務管理分

析との重複といった方法的に曖昧な状態を生ん

でいるように思われる。そうした背景の中で，

労使関係研究の方法的プロトタイプの今日的有

効性について，自覚的に吟味されなくなってい

るように思う。

そのような問題意識から本書をみると，「労

使関係」の変容をタイトルとしているが，実は，

人事管理スタイルの変化と労働組合運動の変化

の接点に表出した経営戦略と労働戦略の調和状

態について描いた作品であることがわかる。そ

の限りでは，現代イギリスの職場に生じている

変容の姿を独創的に描写することに成功してい

る。ただ，なぜそうした戦略の調和状態が生ま

れるのか，まさに諸要因のつながり方の分析を

組み込んだ理由づけが欲しいところである。
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具体的には，「序章」の「理論的枠組み」の

検討において，「方法的な視点」の前に労使関

係「分析の枠組み」の検討が必要であったので

はないか。また，「第1章」の「変化」の記述は，

生産性問題＝低技能均衡問題が労働取引のあり

方を変化させたという目的限定的な文脈描写に

なっているが，たとえば，生産性向上を進める

際に，すでに40年前のドノバン委員会報告から

課題とされてきた事業所レベル・企業レベルに

おける労働慣行の改革や個々の従業員とのコミ

ュニケーション改善がなぜパーソナル・マネジ

メントや人的資源管理という形で改めて課題と

なったのか，あるいは，なぜTUCは，1990年代

後半になって，それまでの路線とは一線を画し

た「パートナーシップ路線」や従業員のコミッ

トメント政策へと転換することになったのか，

といったイギリス労使関係史の基本問題に触れ

ていただきたかった。おそらく，「生産性のミ

ラクル」という表層とは裏腹に進んだ労働市場

や雇用・キャリア機会における深刻な格差の問

題，あるいは失業や低熟練ということに関する

政策的解釈や規範構想の変化（たとえば，労働

党－TUCでは，1996年度予算要求の際に，「失

業」を賃金稼得機会の喪失ととらえるのではな

く，能力に基づく社会参加機会が閉ざされ排除

や失望が生じている状態と解釈改鋳している），

賃金・処遇管理システムの深刻な粗悪化といっ

た社会政策的な問題次元などの中に，労使の戦

略を必然化する理由があったはずである。労使

の行動変容の基底にある社会的次元について第

１章や終章の記述にもう少し反映して欲しかっ

た。

次に変容の描写についてである。本書は，経

営の「個別管理化」戦略と労働組合のパートナ

ーシップ戦略という労使の集団的戦略の調和と

して能力開発型の労働取引の出現を描いてい

る。著者は終章において（246頁），「ユニオニ

ズム」の高・低を縦軸にとり，「IRM参加・開

発」の高・低を横軸にしたマトリクスを示し，

「ユニオニズム」も「IRM参加・開発」もとも

に高い象限に出現した「企業内労使関係の成熟

化」モデルを提示している。これとともに，現

代イギリス労使関係の変容は，「高：ユニオニ

ズム」「低：IRM参加・開発」型の「伝統的集

合主義」から「企業内労使関係の成熟化」への

移動として理解することができ，「個別管理を

指向する人的資源管理（IRM）と労働組合の集

合主義は両立しうる」という解釈を示してい

る。

評者は，イギリスにおける労働組合の法的人

格性の特有な取り扱いを根拠に，この国の労使

関係を集団主義か個別主義かという２項軸で特

徴づけること自体に以前から疑問を呈してい

る。「集団主義」という特徴づけは概念操作上

の幻想であって，もともと「労働組合」そのも

のが個人の取引の自由の事実上の集積以上の集

合的論理性を持っていないから，組織としての

労働組合が関与する労働取引であることをもっ

てそれを「集団主義」「集合主義」の取引と定

義することに疑問を呈している（小笠原『「新

自由主義」労使関係の原像』木鐸社，1995年）。

したがって，著者の「伝統的集合主義」という

類型化をにわかに首肯することはできない。そ

の留保の上で，能力開発という個人メリット促

進型の管理体系を企業内における機会的公平性

という市民主義的公正のルールで運用すること

について，労使の戦略が一致することは当然に

ありうると評者も思う。ただ，それが現代イギ

リス労使関係の変容を特徴づける方向性だと言

い切るためには，能力開発的な労働取引モデル

はノンユニオンや「低：ユニオニズム」の企

業・事業所には出現しない（つまり，労働組合

のパートナーシップを媒介にすることが必須条

件である）ことが検証されなければならない。

大原599・600-07書評  08.10.14  10:57 AM  ページ53



54 大原社会問題研究所雑誌　No.599・600／2008.10・11

著者も引用されているDTI/ESRC/ACAS『職場

労使関係調査』では，従業員との個別的コミュ

ニケーション・メディア戦略の浸透は労働組合

機能の縁辺化とほぼ一体で進んでいることが明

らかにされているように評者には読めるが，第

２章と第３章のそれぞれの分析を一本につなげ

る解釈を入れる必要があった気がする。

この他にも，「個別管理化」の中に査定を考

課賃金に結びつけるタイプと能力開発に結びつ

けるタイプの２類型が分離しているという解釈

など，本書は個別の実証論点についても多くの

新しい問題提起を含んでいる。それぞれが，著

者の労働組合現場での経験を背景にした緻密な

論理構成で提起されており，今後，「イギリス」

という限定を取り除いても後続研究の参照基準

とされるべき大きな成果であることは間違いな

い。

〔付記〕評者はすでに『日本労働研究雑誌』第

576号において，本書と田口典男『イギリス労

使関係のパラダイム転換と労働政策』（ミネル

ヴァ書房）を合わせて書評させていただいた。

そこでは，両著の意義を高く評価しつつ，「集

団主義（集合主義）vs個人主義（個別主義）」

という方法的視点の構え方について，イギリス

労使関係システム論のプロトタイプで用いられ

た労使関係分析の方法からの乖離という観点か

ら若干の疑問を述べさせていただいた。本書評

では，これと重ならない論点について取り上げ

させていただいた。

（上田眞士著『現代イギリス労使関係の変容と

展開――個別管理の発展と労働組合』ミネルヴ

ァ書房，2007年９月，xi＋286頁，定価6,000

円＋税）

（おがさわら・こういち　東北福祉大学教授）
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